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資料 :特別区人事委員会『平成10年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の

職員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」

は含まれていない。

2.( )内 は、女子の職員数で内数である。
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(単位 :人、%)(平成10.4.1現在 )
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執行機関

(1)職種別職員数 (そ の 2)

資料 :特別区人事委員会『平成10年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :( )内 は、女子の職員数で内数である。

(単位 :人、%)(平成10.4.1現在)
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執行機関

(2)職層別職員数 (そ の 1) (単位 :人、%)(平成10.4.1現在 )

資料 :特別区人事委員会『平成10年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の職員」、

「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含ま

れていない。
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区 分

区 名

計
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執行機関

(2)職層別職員数 (そ の 2)
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資料 :特別区人事委員会『平成10年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の職員」、

「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含ま

れていない。

-270-



執行機関
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執行機関

(3)職員数の推移 (各年4.1現在 )

資料 :特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :1.各区の定数条例による数値である。

2.「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成10年 1月 1日 現在の住民基本台帳人口を用い

た。
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４

４

　

３

４

４

　

３

４

４

　

３

４

３

　

４

４

２

　

４

４

２

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

９112

５

５

５

　

　

５

５

５

　

　

５

５

５

　

　

５

５

５

　

　

５

５

５

　

　

５

５

５

　

　

５

５

３

　

　

５

４

執行機関

(平成10.4.1現在)

93.行政機関及び附属機関

(1)行政委員会及び委員数

資料 :各区資料による。

注 :1.委員数は現員数である。

2.足立区の監査委員のうち、識見を有する者は2名欠員である。

-273-

うち議員

選 出 数



区 分

区 名

防災会議

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会

保 健 所

運  営

協 議 会

結核審査

協 議 会

国民健康

保険運営

協 議 会

建築審査会

数

　

田

央

代

　

港

総

　

千

中

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

葛   飾

江 戸 川

」ヒ

新

文

台

　

里
生
江

品

渋

中

杉

豊

荒

板

練

足

136 119

執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 1)

1,098 314

５

５

５

　

　

５

６

５

　

　

５

５

６

　

　

５

５

５

　

　

５

６

５

　

　

５

６

５

　

　

５

５

５

　

　

５

５

４

　

　

９

６

６

　

　

０

４

９

　

　

４

６

３

　

　

０

３

０

　

　

１

０

０

　

　

０

０

０

　

　

０

３

０

　

　

０

０

２

　

２

２

２

　

３

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

５

14

14

14

7

14

14

14

13

14

5

10

5

5

5

10

５

５

４

　

　

５

５

５

　

　

５

５

５

′
ａ

，
　

ｏ
ё

５１

　

１２

Ｈ

ｌ３

　

１５

１３

Ｈ

　

ｌ５

１４

１４

　

１３

Ｈ

一
　

１５

一

一
　

１５

１３

１２

　

１２

一

１５

　

１４

１３

つ
‘

９

　

　

０

７

５

　

　

５

８

７

　

　

６

０

０

　

　

６

０

２

　

　

４

　

一
　

一
　

　

〇

０

　

一　

　

　

一
　

一　

５

　

　

４

０

５５

　

３

２

２

　

７

２

２

　

２

３

３

　

２

３

３

　

２

一

¨

　

３

３

一

　

一

一

２

　

３

３

４

４

４

　

　

４

４

４

８

７

９

　

　

４

０

６

　

　

０

３

５

　

　

０

５

９

　

　

６

４

９

　

　

７

８

８

　

　

０

８

５

　

　

２

５

３

５

４

　

４

５

５

　

５

５

５

　

３

５

５

　

４

３

２

　

４

４

３

　

５

４

４

　

５

６

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第138条の4第 3項及び第202条 の3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

3.「建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。

4.会の名称は、区により異なることがある。
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都市計画

審 査 会

生業賃金

審 査 会

貸  付

特 別 職

報 酬 等

審 査 会

興行場法・

旅 館 業 法

及   び

公衆浴場法

運営協議会

大 気 汚 染

障 害 者

認定委員会

公 害健 康

被 害補 償

診療報酬等

審 査 会

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江

執行機関

(平成10.4.1現在 )

題

青 少 年

問

協 議 会

６６

　

一

一

８

　

一

１０

１２

　

一

一

７

　

３

１０

７

　

一

一

９

′
ｈ
）

′
０

　

″
ｒ

４

　

　

８

８

０

　

　

０

７

４

　

　

０

０

０

　

　

９

９

０

　

　

９

３

０

　

　

２

０

０

７

　

１

１

２

　

２

１

１

　

２

２

２

　

１

１

２

　

１

３

２

　

２

２

２

141 120117

10

11

13

13

14

19

9

12

16

10

9

10

8

10

8

161

15

27

15

15

20

12

15

19

10

13

5

5

10

4

11

5

９３

　

　

一　

１〇

　

一

１

　

　

９

５

０

　

　

４

５

０

　

　

３

５

８

　

　

２

７

８

　

　

０

４

３

　

　

７

２

７

　

　

６

６

６

　

　

９

５

５

　

３

５

３

　

４

４

４

　

４

４

５

　

３

２

３

　

４

３

２

　

３

５

３

・

２

３

６

　

４

５

９

７

６

６

　

５

７

６

　

５

６

一

　

７

一

一

　

６

７

５

　

７

一

７

′
Ｏ

　

Ｆ
Э

　

′
０

６

６

６

　

　

６

６

６

Ю

一
１５

　

一
１０

１０

　

１５

９

１０

12

11

8

28

26

17

15

12

11

ｏ
Ｏ

　

ｏ
０

１
■
　

０
ノ″

９

０

０

　

　

０

０
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1財 産 価 格 |

1審査・評価 |

1審
査 会

|



そ の 他
区  分

区 名

会

　

　

数

委
　
員
　
数

数

田

央

代

　

港

総

千

中

大   田

世 田 谷

杉   並

豊   島

ゴヒ

荒   川

板   橋

練   馬

足   立

葛   飾

江 戸 川

渋

中

谷

野

宿

里

新

　

文

台

墨

江

品

　

目

示

東

田

東

川

執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 2)

205   2,382

4     21
5     77

7     71

14    201

6     55

5     39

5     37
8     104

9     87

10     61

14    156

16   254

6      53

12     163

10     121

8      94

10     122

6     49
10     150

10     152

11     122

10      99

9      94

そ の 他 の 附

建築紛争調停委員会③ 情報公開審査会(0 文化財保護審議会(7)社会教育委員
基本構想審議会(39)公文書公開・個人情報保護審議会(17)公文書公開・個人情
情報公開運営審議会(15)個 人情報保護運営審議会(10)情報公開・個人情報保護
名誉区民選定委員会(0 公文書公開・個人情報保護審査会⑤ 公文書公開・個人
停委員会⑤ 景観まちづくり審議会(20)住宅まちづくり審議会(20)み どりの推

情報公開及び個人情報保護審査会(5)情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議
奨学資金貸付選考委員会(9)社会教育委員(9)文化財保護審議会(7)情報公開及
公文書公開及び個人情報保護審査会(5)公文書公開制度及び個人情報保護制度運営
情報公開審議会⑤ 個人情報保護審議会⑤ 電子計算組織管理運営審議会(18)基本構
建築紛争調停委員会

“

)社会教育委員会議(10)文化財保護審議会(10)情報公開
同和対策資金貸付審査会

長期計画審議会 施設建設紛争調整委員会 公文書公開・個人情報保護審議会(19)

調停委員会(6)社会教育委員(10)文化財保護審議会③
公文書開示審査会0)個人情報保護審議会(12)同和対策資金貸付審査会⑨ 特別区
審議会(14)交通安全対策会議(35)がけ等整備資金あっせん審査会(つ 建築紛争調停

情報公開・個人情報保護審査会(D 情報公開・個人情報保護審議会(21)環境審議会
健福祉審議会(25)保健福祉サービス苦情審査会(D 住宅委員会(19)福祉的環境整備委員
議会

個人情報の保護及び情報公開審議会(20)個人情報の保護及び情報公開審査会⑤ 福
情報公開審査会(5)個人情報保護審議会(19)個人情報保護審査会(5)保健福祉審
委員(10)文化財保護審議会③ 食品安全委員会(14)住宅政策審議会90 学校

環境審議会(15)情報公開・個人情報保護審査会③ 情報公開・個人情報保護審議
員会(8)郷土博物館運営協議会(12)社会教育センター審議会(14)

行政情報公開審査会(5)個人情報保護審議会(17)表彰審査会(15)住宅対策審議
中小企業従業員退職金等共済運営審議会(15)基本構想審議会09 奨学資金貸付
会(5)情報公開・個人情報保護制度運営審議会(18)住宅対策審議会 都市景観づ

個人情報保護運営審議会(9)情報公開.個人情報保護審査会(5)建築紛争調停委員
公文書公開及び個人情報保護審議会(18) 公文書公開及び個人情報保護審査会(5)

会(27)建築紛争調整委員会紛  文化財保護審議会(10) 美術館運営協議会(9)

電算処理に係る個人情報保護審議会(20)公民館運営審議会(26)文化財保護審議会
駐車対策協議会(20)公文書公開審査会(5)公文書公開運営審議会(11)

公文書公開・個人情報保護審査会(6)公文書公開・個人情報保護審議会(25)育英
宅政策審議会(19) 郷土博物館運営協議会(6)文化財保護指導員会(12)文化財

個人情報保護委員会(11)個 人情報保護審査会⑤ 情報公開審査会⑤ 情報公開
文化財保護審議会(5)郷土と天文の博物館運営協議会(9)

葛西沖開発審議会(15) 建築紛争調停委員会③ 公害等対策資金貸付審査委員会
奨学生選考委員会(19)情報公開審査会(5)個人情報保護審査会(5)文化財保護審

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第138条の4第 3項及び第202条 の3の規定に基づき設置されたものである。
2.委員数は現員数である。
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執行機関

(平成10.4.1現在 )

属 機 関 の 内 訳 (順 不 同)

(6)

報保護審査会④ 文化財保護審議会(7)ス ポーッ振興審議会(10)

審査会(5)建築紛争調停委員会(3)中小企業振興審議会(18)文化財保護審議会(10)社会教育委員の会議(10)

情報保護審議会(15)基本構想審議会 住居表示審議会(15)環境審議会(16)リ サイクル推進協議会O① 建築紛争調
進審議会(19)自転車等駐車対策協議会(29)文化財保護審議会(10)社会教育委員(10)

会③ 建築紛争調停委員会(3)住宅政策審議会|力 奨学生選考委員会(9)文化財保護審議会(8)

び個人情報保護制度運営審議会(9)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

審議会(10)建築紛争調停委員会(6)学童災害共済審査会(9)文化財保護審議会(7)

想審議会(30)建築紛争調停委員会O 奨学資金貸付審査会(12)文化財保護審議会O 学校適正配置等審議会(22)

審議会(3)表彰審査会(11)職員住宅資金融資あっ旋審査委員会(14)奨学金運営委員会(10)交通安全対策会議鬱D

名誉区民選定委員会 公文書公開・個人情報保護審査会(3) 住宅政策審議会(15) 地域保健福祉協議会 建築紛争

税審査会(16)中小企業融資あっせん審査会0)産業振興資金貸付審査会③ 消費者被害救済委員会(10)奨学金貸付
委員会(4, 文化財保護審議会③ スポーツ振興審議会(12)郷土博物館運営協議会0)

(20)中小商工業振興対策委員会(21)農業振興対策委員会(19)消費生活審議会(23)消費生活被害救済委員会⑤地域保
会(2)スポーツ振興審議会(22)小・中学校適正配置等審議会124)社会教育委員の会議(10)文化財保護審議会(12)基本構想審

祉環境整備助成審査会③ 建築紛争調停委員会(6)奨学資金運営委員会(12)文化財専門委員会②
議会(30)福祉サービス苦情調整委員(4)富士見台ケアセンター運営審議会(12)建築紛争調停委員会(6)社会教育
適正規模適正配置審議会(30

会(20 建築紛争調停委員会(6)自転車等駐車対策協議会(2)文化財保護審議会(9)図書館協議会(10)社会教育委

会(20 アメニティ形成審議会(16)建築紛争調停委員会(6)社会教育委員会(9)文化財保護審議会(6)

審査会(11)小売市場運営協議会 建築紛争調停委員会③ 緑化推進審議会(15)情報公開・個人情報保護救済委員
くり審議会(20)

会⑥ 住宅対策審議会(13)文化財保護審議会(8)社会教育委員会議(8)

表彰審査会(10)ボ ランティア活動推進協議会(20)住宅対策審議会(19)健康づくり推進協議会りの 資源環境審議

(8)美術館運営協議会υ① 富士見台ケアセンター運営審議会(12)建築紛争調停委員会⑤ 緑化委員会鬱D 自転車

資金貸付審議会(8)高野土地区画整理審議会(10)佐野・六木土地区画整理審議会(10)建築紛争調停委員会④ 住
保護審議会(12)社会教育委員(10)

運営委員会(16)建築紛争調停委員会(5)奨学資金貸付審議会(14)社会教育委員の会議(9)学校保健委員会(20)

(14)東京都市計画事業瑞江駅北部土地区画整理審議会(9)東京都市計画事業一之江駅西部土地区画整理審議会(10)

議会(14)

3.附属機関の「区名」の名称は省略した。
4.目 黒区は平成10年 7月 1日 現在の現員数である。
5.中野区及び練馬区の「富士見台ケアセンター運営審議会」は共同運営であり、委員数は両区の計である。
6.機関により任期満了に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。
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総

千

中

港

新

　

文

台

墨

江

品

　

目

　

大
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執行機関

(3)専門委員・指導員・相談員等
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資料

注

各区資料による。

1.例示以外については省略した。

2.委員数は各委員として登録している数値である。なお、委託による場合は、平成 9年 4月 1日 から平

成10年 3月 31日 までの延べ人数を記載した。

3.委員の名称は、区により異なることがある。
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執行機関

(平成10.4.1現在 )
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